




 

倒壊や落下の事故を防ぐため、補修その他の必要な管理を実施し、常に良好な状態を保つ
ようにしてください。

許可期間満了後も継続して掲出する場合は、満了時期を迎える前までに更新申請をして
ください。

広告物の設置が必要でなくなったときはすみやかに物件を撤去し、除却の届出をしてください。

●

●

●

①浜松市域内のみの営業→浜松市へ登録（手数料1万円）
②静岡県内の他都市でも営業→静岡県へ登録（手数料1万200円）した後、浜松市へ特例の届出（手数料不要）







工作物確認申請
※高さが4mを超える広告塔等の場合

不燃材料使用
※防火地域に設置する屋上広告または
高さ3mを超える広告塔等の場合

道路占用許可申請
※道路を占用する場合

風致地区許可申請
※浜松市風致地区条例の申請対象の場合

大規模建築物等届出
都市景観形成地区届出
※浜松市景観条例届出対象の場合

地区計画届出
※地区計画の区域内で届出対象の場合

関係法令の許可等

　 許可（許可書の送付） 
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建築基準法により、防火地域では看板等の防火措置が義務付けられています。

防火地域内の屋上広告、または、野立広告板、野立広告塔、その他これらに類する
工作物で高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または、
覆う必要があります。（詳細は、建築基準法 第五節 防火地域及び準防火地域 第六十四条 を参照）

防火地域はどこ？

浜松市では、浜松駅周辺、佐藤地区の一部、浜北駅周辺が該当します。
詳細は浜松市都市計画マップをご確認ください。

浜松市都市計画マップ▲

▲防火地域（浜北駅周辺）

▲防火地域（浜松駅周辺） ▲防火地域（佐藤地区の一部）

国土交通省HP「建築基準法に基づく
構造方法等の認定・特殊構造方法等の認定」

不燃材料のご確認は
こちらから






